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金融監督等にあたっての留意事項について －事務ガイドライン－ 第一分冊：預金取扱い金融機関関係 

現行 改正後 
第一分冊：預金取扱い金融機関関係 
 
0 一般的事項 
 銀行監督にあたっての財務局（福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。

以下同じ。）の事務処理手続については以下のとおりとする。 
 なお、金融庁各課室にあっても同様の取扱いを行うものとする。 
 
 
 
 
 

0－1 許認可事項 
 

0－2 予備審査 
 

0－3 管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長への内部委任 
 

0－4 個別銀行に関するデータベースの整備及び行政報告 
 

0－5 災害における金融に関する措置 
 

0－6 法令解釈等の照会を受けた場合の対応 
 

0－7 金融機関に関する苦情等について 

第一分冊：預金取扱い金融機関関係（中小・地域金融機関を除く） 
 
0 一般的事項 
 本ガイドラインは、金融庁各課室における中小・地域金融機関以外の預金

取扱い金融機関の監督に係る事務処理手続を定めるものである。 
なお、中小・地域金融機関の監督に係る事務処理手続と共通する事項につ

いては、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」と同様の取扱いを行

うものとする。 
また、中小・地域金融機関以外の預金取扱い金融機関向けの総合的な監督

指針については、平成 17年 6月を目途に策定することを予定している。 
 
（削除） 
 
（削除） 
 
（削除） 
 
（削除） 
 
（削除） 
 
（削除） 
 
（削除） 
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金融監督等にあたっての留意事項について －事務ガイドライン－ 第一分冊：預金取扱い金融機関関係 

現行 改正後 
1 共通事項 
 
2 長期信用銀行関係 
 

2－1 長期信用銀行法に規定する預金受入先の範囲等について 
 
3 信託兼営金融機関関係 
 

3－1 兼営認可に係る留意点 
 

3－2 弊害防止措置等について 
 

3－3 代理店関係 
 

3－4 店舗関係 
 

3－5 信託銀行監督上の留意点 
 
4 信用金庫及び信用金庫連合会関係 
 
5 労働金庫及び労働金庫連合会関係 
 
6 信用協同組合及び信用協同組合連合会関係 

（削除） 
 
1 長期信用銀行関係 
 

1－1 長期信用銀行法に規定する預金受入先の範囲等について 
 
2 信託兼営金融機関関係 
 

2－1 兼営認可に係る留意点 
 

2－2 弊害防止措置等について 
 

2－3 代理店関係 
 

2－4 店舗関係 
 

2－5 信託銀行監督上の留意点 
 
（削除） 
 
（削除） 
 
（削除） 
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金融監督等にあたっての留意事項について －事務ガイドライン－ 第一分冊：預金取扱い金融機関関係 

現行 改正後 
7 異業種による銀行業参入等新たな形態の銀行 
 

7－1 新たな形態の銀行業における主な問題点と免許審査・監督上の対応 
 

7－2 既存銀行等への適用 
 
信用保証協会関係 

3 異業種による銀行業参入等新たな形態の銀行 
 

3－1 新たな形態の銀行業における主な問題点と免許審査・監督上の対応 
 

3－2 既存銀行等への適用 
 
（削除） 

 


